
第１フェーズ：環境整備・帰還準備の本格化 第２フェーズ：早期帰還の実現 

早期帰還・定住プラン 平成25年３月 
福島復興再生総括本部 

○国は避難指示解除を待つことなく、前面に立って以下の施策を速やかに実行に移す。 
○これにより、今後1、2年で帰還を目指すことが可能となる区域等において、避難住民の早期帰還・定住を
実現する。 

  ③除染・中間貯蔵施設の着実な進展 
  ・除染の着実な実施／除染と復興関連目的の同時達成に向けた取組／中間貯蔵施設についての丁寧な説明 等 

  ②災害廃棄物等の処理の着実な実施 
  ・避難指示解除準備区域を優先的に実施 等 

  ④安全・安心に向けた取組 
  ・福島第一の安全性確保／廃炉の確実な実施／リスクコミュニケーション／きめ細かな放射線モニタリング 等 

  ①インフラの早期復旧 
  ・工程表に基づく復旧／福島特措法の改正 等 

   ①生活環境の整備 
     ・医療・福祉体制の確保     ・商業施設の再開 
     ・その他、地元ニーズに対応したきめ細やかな対応（避難住民の再会、コミュニティバス運行等） 

 ②産業振興・雇用の確保 
  ・立地補助金や税制優遇措置による企業の誘致・再開 
  ・廃炉等の研究開発拠点の整備 等 

 ③農林水産業の再開 
  ・復旧を迅速に進めるための技術職員の派遣 
  ・営農再開に向けた農地の保全管理の取組 等 
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  ⑤十分な予算の確保と柔軟な執行：福島復興再生総局による即断即決／技術的な専門人材の派遣 等 

  ⑥賠償の丁寧かつ迅速な対応     ：住民の生活再建が一日も早く進むよう、円滑な賠償を実施 等 
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○今後1、2年のうちに住民の帰還のために必要な環境整備を行うべき区域を擁する自治体については、平成25年夏頃を目途に、
早期帰還に向けた具体的な筋道を示す工程表を策定し、時間軸を示しながら取組を進める。 

今後の流れ 

区域見直しの完了 避難指示の解除 早期帰還の実現 

＜プランの内容＞ 
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